
第 1回肝炎対策推進協議会

議事次第

1.開 会

2.会長選任及び会長代理指名

3.肝炎対策推進協議会の運営について

4.肝炎対策推進協議会のスケジュールについて

5.肝炎対策の現状について

6.委員からのプレゼンテーション

フ.意見交換

8.その他

日時:平成 22年 6月 17日 (木 )
15:00～ 18:00

場所:厚生労働省 省議室
中央合同庁舎第5号館9階
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肝炎対策推進協議会委員名簿 (平成22年 6月 1日現在 )

(五十音順・敬称略)



資料 2

肝炎対策推進協議会運営規程 (案)

(平成二十二年六月○日肝炎対策推進協議会決定)

肝炎対策推進協議会令 (平成二十一年政令三〇九号)第六条の規定に基づき、この規程を制定

する。      ・

(会議)

第一条  肝炎対策推進協議会 (以下「協議会」という:)は、会長が招集する。       
′

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員及び議

事に関係のある専門委員に通知するものとする。

3 会長は、議長として協議会の議事を整理する。

(会議の公開)

第二条  協議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な

審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、

会議を非公開とすることができる。

2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとること

ができる。

(議事録 )

第二条 協議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 _
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員及び専門委員の氏名
三 議事となつた事項
2 議事録は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい

支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録の全

部又は一部を非公開とすることができる。

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開とした部

分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(委員会の設置)

第四条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委員会を設置することができる.

2 委員会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、当該委員会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 委員長は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。

(雑則)                             .
第五条 この規程に定めるもののほか、協議会又は委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ

会長又は委員長が定める。

3
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今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹 (り )患 した者が多数存在し、肝炎が

国内最大の感染症となつている。

肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重篤な疾病に

進行するおそれがあることから、これらの者にとうて、1晋来への不安は計り知れないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道筋が開かれ

てきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのフクセスにはいまだ解決すべき課題が多<、

さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに定着しているとは言えない。

B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらさ

れ、又はその原因が解明されていなかつたことによりもたらされたものがある。特定の血液凝固因子製

剤にC型肝炎ウイルスが混入することによつて不特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、

感染被害者の方及に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかつたことについて国が責任を認

め、集団予防接種の際の注射器の連続使用によつてB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事

件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。

このようなIIn状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これらの者に対

する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層進めてい<ことが求め

られている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的に推進

するため、この法律を制定する。
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(目的)

第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、
国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定に

ついて定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎文」策

を総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)

第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、
診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ

せること。

二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に1系る検査 (以下「肝炎検査」と
いう。)を受けることができるようにすること。
三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者 (以下「肝炎患者等」という。)がその居住す
る地1或にかかわらず等し<適切な肝炎に係る医療 (以下「肝炎医療」という。)を

受けることができるようにすること。

四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎憲者等の人権が尊重され、肝炎患
者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
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(国の責務)

第三条 国は、前条の基本理念 (次条において「基本理念」という。)にのつとり、肝炎対策を総合的
に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方/AN共団体は、基本理念にのつとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地i或の
特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(医療保険者の賣務)

第五条 医療保険者 (介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者を
いう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に

関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

(国民の責務)

第六条 国民は、肝炎に関する正しい矢□識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別さ
れないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、鰤要に応じ、肝炎検

‐

査を受けるよう努めなければならない。

(医師等の責務)

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方/AN共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄
与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深<認識し、良質かつ適切な肝炎

医療を行うよう努めなければならない。



④

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進
(肝炎の予防の推進)
第十一条 国及び地右公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講するも

のとする。

(肝炎検査の質の向上等)
第十二条 国及び地万公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に

携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎
検査の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を請ずるものとする。

第二節 肝炎医療の均てんイヒの促進等
(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法その他の肝炎医療に携わる専門的な矢0識及

び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を請ずるものとする。

(医療機関の整備等)
第十四条 国及び地方/AN共団体は、肝炎患者等がその居住する地上或にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けること

ができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方/AN共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関の間におけ
る連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講するものとする。

(肝炎患者の療養に係る経済09支援)
第十五条 国及び地万/AN共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎憲者に係る経済的な負担を

軽減するために必要な施策を講するものとする。

(肝炎医療を受ける機会の確保等)
第十六条 国及び地万公共団体は、肝炎憲者が肝炎医療を受けるに当たつて入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇

用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保することその他の肝炎憲者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要

な施策を講するとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他

の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講するものとする。

(肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等)
第十七条 国及び地方/AN共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、

肝炎憲者等、その家族及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

第二節 研究の推進等
第十ノヽ条 国及び地方公共団体は、革新00な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹憲率及び肝炎に起因する

死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講するものとする。

2 国及び地万公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法 (B召不]三十五年法律第百
四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療
方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
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回 ・
肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号)に基づき、
。厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針

(肝炎対策基本指針)を策定しなければならない。 (法 9条 1頂 )
。肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について、定めるものとする。 (法 9条 2項 )
① 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向
② 肝炎の予防のための施策に関する事項
③ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
④ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項
⑤ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項
⑥ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項
⑦ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項           '
③ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
⑨ その他肝炎対策の推進に関する重要事項

左

・厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。(法 9条 3項 )

● 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第9条第3項に規定する事項を処理するため、
肝炎対策推進協議会 (以下「協議会」という。)を置<。 (法 19条 )

● 委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、
肝炎医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。は20条2項)



資料4-1

【肝炎】
肝1蔵の細胞が破壊されている状態

【原因】 .        ・

ウイルス性  :A型 、B型、C型、D型、 E型など
薬 物 性  :薬物や毒物、化学物質による
アルコール性 :アルコールによる
自己免疫性  :免疫系の異常による

【ウイルス性肝炎】 臨床経過から下記①、②、③に分類
①急性肝炎 :A型、B型、E型肝炎ウイルスによるものが多い
_ 急激に肝細胞が障害される (症状は発熱、全身倦怠感、黄疸など)
自然経過で治癒する例が多い      .

②劇症肝炎 :急性肝炎のうち8週間以内に高度の肝機能障害により脳症などを来す
集中的な医学管理が必要 (生存率は30%程度)

③慢性肝炎 :B型、C型肝炎ウイルスによるものが多い
長期間にわたり肝障害が持続
徐々に肝臓が線維化し肝硬変に至ることもある
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B型肝炎 C型肝炎

キャリア数※1 約110～ 140万人(推定) 約190～ 230万人(推定)

患者数※2 約7万人(推定)
(慢性肝炎 約5万人/肝硬変・肝がん 約2万人 )

約37万人 (推定)
(慢性肝炎 約28万人/肝硬変・肝がん 約9万人)

※1 平成16年度厚生労働科学研究費補助金肝炎等克服緊急対策研究事業報告書 (吉澤班)より推計。
患者数(推計)を含む。                         .
「キャリア」とは、肝炎ウイルスが体内に持続的に存在し続けている状態の者。

※2患者数は、平成20年患者調査より椎計。

B型 肝 炎 C型 肝 炎

原因

ウイルス
B型肝炎ウイルス C型肝炎ウイルス

病原体の

発見
1968(S43)年 1988(S63)年

検査方法
の確立

1970(S45)41 1989(H元 )年

献血時の

検査開始
1972(S47)年 1989(H元 )年

主な

感染経路

血液を介して感染
・垂直感染(母子感染)、
・水平感染(輸血等の医療行為、性感染、

等)

血液を介して感染
・垂直感染 (母子感染 )、
・水平感染 (輸血等の医療行為、性感染、

等 )

治療法

抗ウイルス療法          |
(インタ■フェロン、核酸アナログ製剤,

等)

肝庇護療法 (グリチルリチン製剤等)

抗ウイルス療法 (インターフェロン)

肝庇護療法 (グリチルリチン製剤等)

ワクチン あり なし

14



20年 1月 ～

20年4月 ～

21年4月 ～

21年 12月 4日

22年 1月 1日

22年4月 1日

・緊急肝炎ウイルス検査事業の開始

<肝炎総合対策の開始>
ロインターフェロン治療に対する医療費助成の開始

ロインターフェロン医療費助成の運用変更

〔 8撃鷹稽層饗雰量肇是骨操言倉潔1衰義:、        〕
・肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号 )公布

・肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号 )施行

１ヽ

万２一朧
等

医

①
　
②
③

臓
Ｉ

(単位 :億円)

250

200

150

‐ 100

50

0

H14 H15 H16 H17 H18 H19
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B型・ C型ウイルス性肝炎に対する
インターフエロン治療 及び 核酸アナログ製剤治療への
医療費助成を行う。

実施主体 都道府県

対象者 B型・C型ウイルス性肝炎患者

対象医療
B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフエロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自己負担
原則 1万円

ただし、上位所得階層については、2万円

財源負担 国 :地方=1:1

予算額 180億円

総事業費 360億円

H22予 算額  180億 円 ← H21予 算額 129億 円

H21 : 所得に応じ、 1、 3、 5万円の自己負担限度額

H21 : インターフェロン治療のみ助成対象

H21 : インターフエロン治療に係る制度利用は、 1人につき 1回のみ

17



○ 助成期間は、原則 1年間。

「

―

Ｉ

Ｊ

度年２爾
Ｉ
Ｌ

畢

一定の条件を満たし、医師がペグインターフェロン及びリバ
ビリン併用療法の延長投与(72週投与)が必要と認める患
者について、助成期間の延長を認める。

○ 自己負担限度額決定のための、所得階層区分認定は、
申請者の住民票上の「世帯」全員の市町村民税課税額の合計による。

畢

住民票上の「世帯」を原則としつつも、税制上・医療保険上の
扶養関係にない者については、例外的な取扱い(課税額合算
対象から除外)を認める。

「
―
１
ｌ
Ｊ

度年２Ｈ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

インターフェロン治療に係る医療費助成実施手続の仕組み

③肝炎治療受綸者証
交付申

"

②インターフェロン治療費
審査支払事務委託契約

18
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(特定感染症検査等事業 )

保健所のみ

医療機関委託も可能

委託医療機関での検査も

無料化が可能となるように措置

市町村

H21予 算額 46億円

実施主体が

個別に設定
健康増進
事業
(肝炎ウイルス

検診)



:laVf扁【z亜関rピトJi屁悶満

実施年度 受診者 (人 ) 実施自治体数 (うち都道府県 )
14 2,322 35(16)
15 2,998 40(19)
16 6. 918 38(17)
17 3,546 41(19)

18 15, 149 59(28)

19 181.697 121 (45)

:201

:|=H扁鷹 灘違警:罰i屁脇

実施年度 受診者 (人 ) 実施自治体数 (うち都道府県 )

14 1,805 30(14)

15 1, 942 35(17)

16 4,855 35(15)
17 3.495 39(16)
18 21,331 48(22)

19 179,445 118(45)

20 456,727 130(47)

(注)「緊急肝炎ウイルス検査事業」とは、平成20年 1月から開始した医療機関委託による無料での肝炎ウイルス検査をいう

節目 節日外 計 節目 節日外 計 節目 節日外 全体

B型 60,783 599,797 416 6,059 6i475 0.7 1.0 ０

．

C型 611077 5961860 195 6,061 16:256 0.3 1.0
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1肝炎ウイルス検診等実績
(1)C型肝炎ウイルス

受診者数(人 )

「現在、C型肝炎ウイル
スに感染している可能性
が極めて高いJと判定
された者 (人 )

感染者率(%)

40歳検診
40歳検診以外の

対象者への検診
計 40歳検診

40歳検診以外の

対象者への検診
計 40歳検診

40歳検診以外の

対象者への検診
全体

平成19年度 12924( 895.125 1024371 8,05` 8.412

節目綸 ]参 節日外検診 割 節目検診 節日外検診 計 節目検診 節日外検診

(平成18年度) 1.138ρЮ: 596.:9C 1,734,195 7■5( 14.25e 1

(平成17年度) 1,196457 331,356 1.527,813 8,909 5ρ 6' 13,97(

(平成16年度) 1,271,32〈 347■ 31 1.618,75 10,385 6.4薇 16.831

(平成15年度) 1,375.583 454,687 1.830,27C 13.324 10,16,

(平成14年度) 1,298,74C 624,734 192348C 14672 3139( 1 2

2 イル

受診者数(人 )

HBs抗原検査におい
て「陽性Jとされ
た者 (人 )

感染者率 (%)

40歳検診
40歳検診以外の

対象者への検診
計 40歳検診

40歳検診以外の

対象者への検診
計 411歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診

全体

平成 19年度 130,07` 89856 1028631 941(

節目検診 節日外検診 計 節目検診 節日外検診 計 節目検診 節日外検診

(平成18年度) 145291 604301 1_74959` 1,7“ 6,401 181“

(平成17年度) 1.205■ 2( 341♂Кκ 1.546.32` 12,73ξ 4,39〔 17,la 1

(平成16年度) 1,279704 350,23C 1.635,931 13,95( 4.80 1 1

(平成15年度) 1,382.66〔 466,462 1.340,121 15,842 6,67〔 22.52C 1 :

(平成 14年度〕 129119【 631918 1 92311( 15239 24.43C 1



l   ③ 研 修 機 能    :
1肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者 i

lに対する研修の企画・立案口推進    |

1肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎診  |
1療をめぐる国内外の情報          |

② 拠 点病 院間情 報共 有支援

肝疾患診療連携拠点病院で構成する
協議会組織の事務局機能を担うなど拠
点病院間の情報共有

医療機関

蟷■9St'ラ冨空やヽ
T―

一――――ヽ
く

~~~｀

一般住民
医療機関 一般住民

専門医療機関
肝疾患診療連携

拠点病院

かかりつけ医

季幹言
相
談
支
援

講
演
会
・

肝疾患診療に関する医療機関に求められる役割

【専門医療機関】
(2次医療圏に1カ所以上)

① 専門的な知識を持つ医師による診断と治療方針の決定
② インターフェロンなどの抗ウイルス療法
③ 肝がんの高危険群の同定と早期診断

【肝療患診療連携拠点病院】
(都道府県に原則 1カ所)

① 肝疾患に係る一般的な医療情報の提供

② 都道府県内の医療機関等に関する情報の収集や提供

③ 医療従事者や地域住民と対象とした
研修会・講演会の開催や肝疾患に関する情報支援

④ 肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の設定

都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン

22
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平成22年度診療報酬改定の概要
全体改定率   +0119%的 700億円)

→ 10年ぶりのネットプラス改定
診療報酬 (本体)+1
医科 +1.74%

(約t800億円)

急性期入腹屡菫
=壺
上璽Ш雌旦上配分

歯科 +2_09%的 600億円)
調剤 +0.52%(約 300億円)
薬価等     ▲1 36%(約 3,000億円)

社会保障審議会の「基本方針」

1.重点課題
・救急、産科」L里=公租等Ω医療の蔓建
・病院勤務医の負担軽減
2.4つの視点
充実が求められる領域の評価 など
3.後期高齢者という年齢に着目した診療報
酬体系の廃止

救命救急センター、二次救急医療機関の評価

ハイリスク妊産婦管理の充実、ハイリスク新生児に対する集中治療の評価

手術料の引き上げ、小児に対する手術評価の引き上げ

4つの視点 (充実が求められる 、患者から見てわかりやすい医療の

・ がん医療・認知症医療・感染症対策・肝炎対策の推進、明細書の無料発行 など

後期高齢者医療の診療報酬にっいて
・ 75歳という年齢に着目した診療報酬体系の廃止

地域の連携による疾患対策の評価について

肝炎対策の充実

>肝 炎治療の専門医療機関において、肝炎患者に対するイン
ターフェロン治療計画を策定し、副作用等を含めた詳細な説明を

行うことを新たに評価

① 肝炎インターフェロン治療計画料   700点

>肝 炎治療の専門医療機関と連携して肝炎インターフェロン治療
を行う地域の医療機関の評価

肝炎インターフェロン治療連携加算   50点

>認知症の専門医療機関において、認知症の鑑別診断及び療養
方針の決定を行うことを評価

① 趣 庭 醐 劉 鯉 肛 __」 饂

>認 知症の専門医療機関と連携した地域の医療機関における認
知症患者の診療の評価

① 認知症患者地域連携加算    50点



厚労省における
主な取組

イルス検査のお知らせ」[昨炎ワィノン不慄食ッお知らせ」  ‐  |
「ゥィルズ性肝炎の治療に関するお知らt■」|

■ 都道府県t医師会等へ配布 ‐_‐
「事業主の皆さまへのお知らせ」  :
→ 事業者団体、関係団体へ配布 ‐
「ウイルス性肝炎について(一般向け)」
「肝炎ウイルスキャリア診療の手引き(医療機関向け)」      :
→ 全国C型肝炎診療懇談会において取りまとめられ、都道府県等へ配布
・「肝炎のお話VoL l 私のインターフェロン治療体験J
→ 都道府県等へ配布

こ関する各種資料t肝炎に関するリンク集 等

1動に対する補助薔菫

:ポスター作成●新聞・ 中吊り広告 等

地域の患者、家族、患者支援団体等のご要望に応える『患者サロン』の開設

肝疾患診療連携拠点病院に設置する相談センター・相談員の資質向上のため、
肝炎患者ないし元患者であった者を講師とする請習会を実施

同じ経験を有する患者・家族が相談にのり、互いに支え合うこと
(ピアサポート)ができるよう、肝炎患者等を対象にしたピアサポーター
育成のための研修を実施 ※ピア(peer):同 じ立場の方

> 地域で、電話相談などの活動を実施する患者会の活動に対する支援等
24
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■『肝炎研究7カ年戦略」を踏まえ|た11適切な課題設定に基づきI■ |

・                         '   

ユ 、饉 lli l■ ‐
|    :.|::|:  |: 口T壼 中 ― 蛇 ●・

:ニ ユ 颯 中 澁 ― ― H由 ロロ 螢 」巨
~  
隆逢よ111‐  ||■||:‐ |11平疾患の新たな治療方法等の研究開発を1

H22予算額 20億 円 ← H21予算額19億円

H14 H15 H16 H17 H18 H19  H20  H21  H22

‐
肝炎等の研究成果 |

・B型肝■:  | :  |
インターフiロン治療
逆転写酵素阻害薬治療

・C型肝炎 :

インタニウェロン治療■

へ・クインタTフエロンとリハ
・
ヒ
・
リン併用療法

戦略 目標

今後7年間で、

B型肝炎
の臨床的治癒率、
約30%→ 40%、

・C型肝炎
(lb高ウイルス型)
の根治率
約50%→70%

非代償性肝硬変
(Cnild― Pugh C)

における5年生存丞

1,500

約3→ 50%(B型 )、
約25%→35%(C型 )

進行肝がん
の5年生存率
約25%→40%

を目指す。

》



肝炎等克服緊急対策研究事業

平成16年度厚労省研究班報告書(吉澤班)より推計
平成20年人口動態統計 (確定数)の概況より推計

0ウイルス性肝炎の
:.、 治癒率上昇

0肝硬圏蠅翻肺tんによる
―亀爾錮醸爾駐亡者の減少

肝炎対策基本指針※

・肝炎に関する調査及び研究に関する事項
・肝炎医療のための医薬品の研究開発の

推進に関する事項 等
※肝炎対策基本法(21年法律第97号9条2項)に基づき、

今後厚生労働大臣が策定予

0 肝疾患病態別のキャリ|
O 標準的な肝炎治療漁
0 新規治療薬の
0 肝硬変に対鵡
0 革新的な薗

る研究の推進

の早期診断・治療技術の開発 等

口国内最大の感染症
口肝がん全

■B口 C型肝炎ウイルスの
→全国で300～ 370万参
■肝硬変・肝がんによる
→全国で年間約4方3千人

肝炎研究
7カ年戦略

●肝硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究(H19-21)
・B型及びC型慢性肝炎の詳細なガイドライン作成

●テーラーメイド治療を目指した肝炎ウイルスデータベース構築(H19-21)

・肝炎ウイルス統合データベースの構築

‐511孝お姜|五||と|お養業開発||ナ11:111‐す|る||:|11
●インターフェロンの抗肝線維化分子機構の解明とその応用(H20-22)
。マウス星細胞の活性化時に変動するmおrO RNAの 抽出

l③計がん浩着あ境扶と
―
洛着桑由発あ1芳尚1li=由蓮する■二

‐
|||

●肝癌早期発見を目的とした分子マーカー及び画像診断システムの開発 (H20-22)
・肝癌の悪性度及び早期肝癌の新しい分子マーカー候補の検出

●ヒト肝細胞キメラマウスを用いた治療抵抗性の肝炎に関する研究(H20-22)
・治療抵抗性のC型肝炎モデル及び薬剤抵抗性のB型肝炎モデルの作成

●肝炎ウイルスの培養系を用いた新規肝炎治療法の開発(H19-21)
・HCV感染に関わる複数の新たなHCV侵入阻害機構の解明

・『肝炎ウイルス検診」受診者、初回献血者の大規模集団における実態把握

26



●ウイルス性肝長における最新の治療法の標準化を目指す研究(H22-241

・FN少量長期投与のより高いエビデンスのための検討

●ウイルス性肝炎に対する応答性を規定する宿主因子も含めた情報のデータベース構築・治療応用に関する研究構築(H22-241

・肝炎ウイルス統合データベースの構築

●骨髄および脂肪由来細胞を用いた次世代型肝臓再生・修復 (抗線維化)療法の開発研究(H21-23)
・骨磁細胞を用いた肝再生療法の基礎的解析、有効性の検討

●肝発癌Jp制を視野に入れた肝硬変の栄賛療法のガイドライン作成を目指した総合的研究(H20-22)
・肝硬交の栄養療法ガイドラインの作成

●ウイルス性肝炎からの発がん及び肝がん再発の抑制に関する研究{H22-24)
・0型の病態別における抗ウイルス憲法の発がん抑制効果の検討

●肝炎ウイルス感染複製増殖過程の解明と新規治療法開発に関する研究(H22-241
・HCV感染増殖に関与する宿主蛋自の解析び、HCV培姜系による低分子ライブラリーからの増殖阻害物質の探索
●肝炎ウイルスによる肝疾患発症の宿主要因と発症予防に関する研究(H22-241
・HCV増殖と代翻異常の関連を分子レベルで解明L新規治薇法の開発

●肝炎ウイルス感染状況 。長期経過と予後調査及び治療導入対策に関する研究(H22241
・肝炎ウイルス検査の追跡調査等による持織感染者総数の推計等の実態把握

●B型肝炎のジェノタイプA型感染の慢性化など本邦における実態とその予防に関する研究{H21-23)
・HBVジェノタイプAに関する識が日の実態把握を行い、ハイリスクグループの調査、予防対策を検討
●B型肝炎の母子感染および水平感染の把握とワクチン戦略の再構築に関する研究(H21-231
・小児のB型肝炎ウイルス感染の感染経路等の実態を把握し、効果的な予防策の開発

インターフェロン治療をはじめとする

肝資の早期・E切な治療の一層の促進

適切な治療を受け
ていない理由

肝炎患者・感染者で

あることを知らない。

肝炎患者・感染者で
あることを知つている

ロ
ー
▼

→医□ ■
肝炎治療に適した

医療機関ヘアクセ
スできていない。

地域の診療体制が

出来ており、治療
に適した医療機関
に通院申.

医師からIFN治療を勧
められているが、日FN治
療を受けていない.

経済的負担が主因である場合
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肝臓機能障害による身体障害者手帳の変付について
(平成22年4月 1日施行)    

平成22年5月 25日
厚生労働省障害保健福祉部

対象者

手続き

認定基

準

用される
施策など

0認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

申請書、診断書、写真 (たて4cm X横 3 om)をお住まいの市町村の担当窓□に提出してくださ
い。
※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。

主として肝臓機能障害の重症度分類であるChnd―Pugh分類にようて判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
※chnd―Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルプミン値、プロトロンピン時間、血清総ビリルビン値によって
肝臓機能障害の重症度を評価します。

○障害者自立支援法に基づ<障害福祉サービスや自立支援医療 (更生医療・育成医療)の対象と
なります。
O等級によっては、公職選挙法に基づく選挙の際に郵便投票を行うことができる措置の対象や、
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業の障害者雇用率制度や障害者雇用納付金の算定
の対象となります。
○所得税や個人住民税等、法律に基づ<各種税制優遇の適用対象となります。
Oこの他、鉄道運賃、航空旅客運賃、有料道路の料金、日本放送協会放送受信料などの割引措置
を受けられる場合があります。
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※ 調査対象 :都道府県、保健所設置市、
特別区 (計 136)

20 ０４ロ
ロ

37

46

95

36

37

80

②

＞

＞

　

③

＞

＞

(委託医療機関・未実施)の場合、
保健所のみで対応可能<23>
健康増進事業として、委託医療機関
における無料検査実施 <15>
(保健所 。未実施)の場合、
委託医療機関において実施く12>
健康増進事業として、委託医療機関

業)の実施状況

|  1曰目  回 回
都道府県

(47)

保健所設置

市 (66)

特別区

(23)

計
(136)

45

56

16

117

※保健所、委託医療機関の双方、又は、いずれかにおける実施
L__にお岬

…

≦
・
≧



保健所実施分

※調査対象 :都道府県、保健所設置市、
特別区 (計 136)

‐７
　
‐４
　
２

１
　
＝
　
２

７

　
　
８

　

７

４
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１

自
治
体
区
分

38

42

10

30

30

10

35

36

10

40

49

11

※1

肝炎の医学的

概説
→予防 。病態 =
治療に係る

説明
い
〇

8337250

★その他、通知の際に、 【肝炎手帳の配布】 【医療機関の紹介状を交付】
独自のきめ細やかな対応を実施している自治体あり。

自
治
体
区
分

都道府県

(47)

保健所設置

市 (60

特別区 (23)

28    8

30     5

37

46

12

6    29   18   16   10

10    25   15   15   8

29   23 (20)

23  40 (19)

5  11(6)

【憲者会の案内】など、

都道府県

(47)

保健所設

置市 (60

特別区

(23)

32(32)

41(40)

12(12)

13(10)

6(5)

3(3)

委託医療機関



1■ 21肝炎ウイルス検査(特定感染症検査等事業)において、
■|‐ |‐陽性〈疑いが言い

'者

に対する、検査1後の対応状況

※調査対象 :都道府県、保健所設置市、

特男1区 (計 136)

※フオローアップの具体的取組
>専門医への受診勧奨
>専門医への紹介状交付
>専門医への紹介状交付十返送状況による受診確認、未受診者への受診勧奨

〉 >電話・来所 。訪間による相談の実施
>電話・訪F・5による受診状況の確認・未受診者への受診勧奨,等

|=
一-4※フォローアップ未実施の主な理由

>匿名検査により、追跡不可 (HI∨等、他の性感染症検査との同B寺実施等)
>プライバシーヘの配慮 (家族に知られたくない万等)

>保健所の人員不足,等 |

|

――■ ※フォローアップ未実施の主な理由
>委託医療機関において、必要に応じたフォローアップ

ができるよう、専門医療機関を委託医療機関としている

(委託契約内容にフォローアップも含む)
>医療機関の判断に一任 (委託契約内容にフォローアップは含まない),等

７

　
　

８

　
　
７

４

　
　

５

　
　
１

自
治
体
区
分

７

　
　
６

３

　
　
４

自
治
体
区
分

都道府県

(47)

保健所設置

市 (66)

特別区 (23)

34

40

12

伽

一

都道府県

(47)

保健所設置

市 (66)

特別区 (23) 12

26

30

7
※自治体として実施するフォローアップ  (医療
機関が独自に行い、自治体として個々の対応を把

※なお、半年後等、継続的なフォローアップを実施していると回笞した自治体は、

都道府県(10)、 保健所設置市(19)、 特別区(4)、 であった。

保健所
実施分

委託医療機関
実施分

※フォローアップの具体的取組

●保健所/委託医療機関から、
>専門医への受診勧奨
>専門医への紹介状交付
>専 PB医への紹介状交付+返送状況による受療確認実施
●保健所から、
>電話/保健所への来所による相談の実施
>電話による受診状況の確認、未受診者への受診勧奨,等



※ 調査対象 :都道府県 (計47)

い
問 縦
麒
０

― ― ― … … … … … … … … ‐ ==― =‐
宇

===■
※未‐指定等の自治体   |
●拠点病院未指定

‐
● 1   ■

:東京都 → 検討中 .
(独自の幹事病院制度ぁりく準談機能主二>)
和歌山県 二 22年設置予定 ● : ‐

●拠点病院指定かつ相談センタ■未設置
:北海道&福島県 → 設置に向け検討中
沖縄県

0専門医療機関未確保  ‐42 44 312
:和歌山県、佐賀県 ■ 22年度中確保予定

指定済み拠点病院 (相談センター)の取組については、
肝炎情報センターにおいて、別途、調査を実施

l_

|※ なお、拠点病院等連絡協議会については、拠点病院指定済み45道府県において、
l                                                '

|    `未指定、又は、未開催 (不明合む) : 9 道府県

| :観名.又糧』曹剰貪塁糞燿翼曇](晰L翁軍又 員に3い横半島総尿糀 iふ′
l. → 専門事項を協議する場であり:委員公表は不要、とする県もある。
1_________―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
―



委員としての

患者等※1の任昴状況

実施  予定

※調査対象 :都道府県
(計47)

開催実績 (21年度 )

なし  1回  2回
未定/
不要

■

１

■

１719植
鰈
０
47 21 15 28 28

“
い ※ 1

※2

・患者等とは、患者・感染者 。家族 。遺族のいずれかを指す。

未定・不要とする自治体のうち、

そもそも、氏名/AN表は、不可とする自治体あり。 (6県 )
>不可とする理由
:委嘱時に氏名公表について、了承手続きを行つていない、等

Ⅲ…………― ゃ

検討していない、等)

★患者等を委員としていない主な理由 :

>  現在、検討中
>  肝炎対策協議会以外において、患者会との意見交換実施
>  特段の積極的理由なし  (国の補助金実施要綱上、明記がないため、
>  県下に代表的患者会が存在しない、又は、把握できていない

|ヽ'"´ ´ ●ヽ●●ヽ‐ ■ヽ ●●轟

>  専門的な議論を行う場であるため、



※ 調査対象 :都道府県、保健所設置市、

↓      特別区(計
136)

黎
隕

躙
鼈
鯰い

ヽ

肝炎対策に

特化 した計画

指定済  予定

その他、都道府県策定に係る
計画において位置づけ

保健医療
‐がん対策 健康i曽

計画  推進計画 進計画

今後の

検討

必要性の

言忍言哉※1

1026 11 16

26

検討中
(検討予定)

1

(2)

※ 2 肝炎対策協議会等の委員として、患者等
を任命している場合を含む

※本頁集計対象 :都道府県 (計 47)

‐※11 ■|||■ |||=:||||||■「:■ ■1

今後の検討必要性を認識している.■

者:道1府県のう|ち
=1■
|||■|||■■|‐

‐『肝炎対策基本法に基|づ|き● 1■ ■
1

‐厚生労:働大1臣が策1定す|る |■■‐■■

肝炎対策基本指針』の策定状況|を|
‐
踏まえt検討こ|した都1道府県■■■llu Cヽ /L、  1ス●コ‐、■|,イイ叫 :UP應コ lツ :′■   11■ |

‐二13■ 1凛||||||■■■||||



※ 調査対象 :都道府県、保健所設置市、
特別区 (計136)

↓
※本頁集計対象 :都道府県 (計47)

31 30

い
い

|「 iズ

‐
Tそれ頑外あ取蘊西己て百1~〒語丙蓉事石莫品丁

~~~~~~~―――――――――T~~~~~――T――~~~~

|   ●新聞 :

且こ し Cほ 、 卜記 lA」谷 寺 乞 天 脚 .
例)肝炎座談会の内容掲載、月干疾患相談センターについての広報、月干炎の特集記事

(20自治体〉    掲載、肝炎検査の無料実施のお知らせ、等
.●
雑誌 :     例)県医師会雑誌への肝炎医療費助成制度・肝炎検査の実施状況報告の掲載、等
〈3自治体〉

●テレビ :    例)肝炎の特集シリーズの放映、月干疾患相談センターについての広報、等
(8自治体)

●自治体広報誌 : 例)肝炎基本法 。月干炎患者等の人権尊重についての記事掲載、等
|  (29自 治体) 、

|   ●シンポジウム : 例)県民公開講座におけるt肝炎医療費助成制度・肝炎検査勧奨、等
|  (24自 治体)
|   ●その他 :    例)県のメ=リレマガジンにおいて、月干疾患相談センターについてのお知らせ、 ´
|  (29自治体)    コンビニにおけるポスター掲示・リーフレット配架、シ∃ッピングモールの
l              オーロラビジョンを使用した肝炎検査勧奨、等
|_二 _二 _____―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― 一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―





③研修機能

肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案。推進

②拠点病院間情報共有支援

肝疾患診療連携拠点病院で構成
する協議会組織の事務局機能を
担うなど拠点病院間の情報共有

①インターネット等による最新情報提供

肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎
診療をめぐる国内外の情報
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肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案 。推進
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肝疾患診療連携拠点病院で構成
する協議会組織の事務局機能を
担うなど拠点病院間の情報共有

①インターネット等による最新情報提供

肝疾患医療に関する診療ガイドライン、月干炎
診療をめぐる国内外の情報



③研修機能

肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案 。推進

②拠点病院間情報共有支援

肝疾患診療連携拠点病院で構成
する協議会組織の事務局機能を
担うなど拠点病院間の情幸隈共有

①インターネット等による最新情報提供

肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎
診療をめぐる国内外の情報





③研修機能

肝疾患診療連携拠点病院等の医療従事者
に対する研修の企画・立案・推進

①インターネッ ト等による最新情報提供

肝疾患医療に関する診療ガイドライン、肝炎
診療をめぐる国内外の情報
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